
伊東市中心市街地活性化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の中心市街地において賑わいを創出し、中心市街地の活性化を

目的として地域資源等を活用したイベントを開催する事業者等に対し、予算の範囲内で

伊東市中心市街地活性化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについ 

て、伊東市補助金等交付規則（昭和３９年伊東市規則第１１号。以下「規則」という。） 

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 中心市街地 伊東市立地適正化計画において定められた伊東都市拠点における都市

機能誘導区域（伊東市都市公園条例（昭和３５年伊東市条例第４８９号）第２条別表

第１に規定する「なぎさ公園」を含む。） 

をいう。 

⑵ イベント 不特定多数の者の来訪を促し、交流の促進及び地域経済の活性化等を図

る催しをいう。 

⑶ 商店街団体 次に掲げる組合又は団体をいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定により設立された商店街

振興組合又は中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定により設

立された事業協同組合であって、商店街を形成し、共同活動を行う組合 

イ 一定の地区内において主として中小小売商業者が主たる構成員として組織された

団体 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、中心市街地において実施されるイベントの主催者

であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 商店街団体と連携してイベントを開催する非営利法人又は市民活動団体等で、定款、 

規約、会則等により、法人又は団体の代表者及び運営に必要な事項が定められている

もの 

⑵ 伊東市内に活動拠点を有し、かつ、主たる活動区域が市内にあるもの 

⑶ 伊東市暴力団排除条例（平成２４年伊東市条例第１９号）第２条第３号に規定する



暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者 

⑷ 国、県その他地方公共団体等から本事業に類する補助その他の助成を受けていない

者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業は、中心市街地において実施されるイベントであって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 来街者の増加及び市街地の活性化に寄与すること。 

⑵ 公共性及び公益性が認められること。 

⑶ 法令及び公序良俗に反しないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、イベントの開催に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費

は除く。 

⑴ 施設の整備に係る経費 

⑵ 申請団体の運営に係る経常的な経費 

⑶ その他補助することが適当でないと市長が認める経費 

（補助率及び補助上限額等） 

第６条 補助率及び補助上限額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の交付の対象とする事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、 

同一の補助対象者に交付することができる補助金は、１事業年度当たり１回限りとする。 

３ この補助金の執行に要する予算が確保される限り、第９条の規定により、交付決定し

た者に対し、３年を限度に同一事業による申請を認めるものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、伊東市中心市街地活性化事業補助金交付申

請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

⑴ 事業計画書（第２号様式） 

⑵ 収支予算書（第３号様式） 

⑶ 定款、規約、会則等の団体の概要を示す書類の写し 

⑷ イベントの概要がわかる書類 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（審査） 



第８条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金の

交付が適当であるか否かを審査し、交付の決定をしなければならない。 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときは、速やか

に補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に伊東市中心市街地

活性化事業補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知しなければならない。 

（変更の承認申請） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容を変更しようとするときは、あらかじ

め伊東市中心市街地活性化事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第５号様式）に

次に掲げる書類を添えて、市長に申請し承認を受けなければならない。ただし、軽微な

変更についてはこの限りでない。 

⑴ 変更事業計画書（第２号様式） 

⑵ 変更収支予算書（第３号様式） 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと 

きは、伊東市中心市街地活性化事業補助金変更承認通知書(第６号様式)により補助事業 

者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに伊東市中心市街地活性化

事業補助金実績報告書（第７号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 事業実績書（第２号様式） 

⑵ 収支決算書（第３号様式） 

⑶ 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し 

⑷ 実施した補助対象事業の内容が分かる書類 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、伊東市中心市街地活性化事業補

助金交付確定通知書（第８号様式）により補助事業者に通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補

助金の全部又は一部を返還させることができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 補助対象者としての要件を欠くこととなったとき。 

⑶ 前条の規定による補助金の交付を決定する際に付した条件に違反したとき。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

区 分 １年目 ２年目 ３年目 

補助率 ５分の４以内 ３分の２以内 ２分の１以内 

補助上限額 ８０万円 ６６万円 ５０万円 

 

 


